
 

児童相談所（山口県知的障害者更生相談所併設）（県） 

【概要】 

児童相談所は、児童福祉法に基づき設置されている県の施設（県内６か所）で、市町と適

切な役割分担・連携を図りつつ、児童（１８歳未満）に関する家庭その他からの相談に応じ

ています。  

支援内容 料金 

１８歳未満の児童の福祉に関し、専門的な知識及び技術が必要な相談

に応じます。 

知的障害に係る療育手帳の相談判定を行います。 

児童福祉司、児童心理司等が対応します。 

 

（知的障害者更生相談所） 

１８歳以上の知的障害者に係る専門的相談に応じます。 

知的障害に係る療育手帳の相談判定を行います。 

医師、知的障害者福祉司、心理判定員が対応します。 

無 料 

利用対象者  １８歳未満の児童 

 （知的障害者更生相談所） 

 １８歳以上の知的障害者 

利用の方法  来所又は電話でお問い合わせください。 

 （知的障害者更生相談所） 

 電話による予約が必要です。 

利用日時 月曜～金曜日 8:30～17:15 

問い合わせ先 ○１８歳未満の児童 

山口県中央児童相談所  

    山口市吉敷下東４－１７－１ 

  電話：083-902-2189 

     FAX：083-902-2678 

    対象地域：山口市、防府市、美祢市 

 

 岩国児童相談所 

    岩国市三笠町１－１－１ 山口県岩国総合庁舎１階 

    電話：0827-29-1513 

    FAX：0827-29-1597 

    対象地域：岩国市、柳井市、和木町、上関町、田布施町、平生町 

         周防大島町 

 

 周南児童相談所 

    周南市慶万町２－１３ 

    電話：0834-21-0554 

    FAX：0834-21-8650 

    対象地域：周南市、下松市、光市 



 

問い合わせ先  

 宇部児童相談所 

   宇部市琴芝町１－１－５０ 山口県宇部総合庁舎２階 

   電話：0836-39-7514 

   FAX：0836-39-7519 

   対象地域：宇部市、山陽小野田市 

  

 下関児童相談所 

    下関市貴船町３－２－２ 

    電話：083-223-3191 

    FAX：083-234-3141 

    対象地域：下関市 

 

 萩児童相談所 

    萩市江向５３１－１ 

    電話：0838-22-1150 

    FAX：0838-22-1165 

    対象地域：萩市、長門市、阿武町 

  

○１８歳以上の知的障害者 

山口県知的障害者更生相談所 

    山口市吉敷下東４－１７－１ 

    電話：083-902-2673 

    FAX ：083-902-2678 

    対象地域：山口県全域 

 

その他  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


